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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信システムの内部の通信プロセスであって、前記通信システムは、アクセス・ネット
ワークの発見および選択の機能ＡＮＤＳＦと、アクセス・ネットワークと、ユーザ・エン
ドポイントＵＥとを含み、前記ＡＮＤＳＦは、ホームＡＮＤＳＦ（Ｈ－ＡＮＤＳＦ）また
は訪問先ＡＮＤＳＦ（Ｖ－ＡＮＤＳＦ）であり、前記アクセス・ネットワークは、ローカ
ルＡＮＤＳＦ（Ｌ－ＡＮＤＳＦ）を含み、前記プロセスは、前記Ｌ－ＡＮＤＳＦの発見お
よび使用のための情報およびポリシーを前記ユーザ・エンドポイントＵＥにおいて受信す
ることを含み、前記情報およびポリシーは、前記ＡＮＤＳＦから受信される、通信プロセ
ス。
【請求項２】
　前記情報は、認可情報、アドレス指定情報、プロトコル情報、および／または履歴情報
を含む、請求項１に記載の通信プロセス。
【請求項３】
　前記認可情報は、ＵＥに対して前記Ｌ－ＡＮＤＳＦの使用を可能にする条件を示す、請
求項２に記載の通信プロセス。
【請求項４】
　前記アドレス指定情報は、ＵＥに対してどのようにして少なくとも１つのＬ－ＡＮＤＳ
Ｆを見つけるかを示す、請求項２に記載の通信プロセス。
【請求項５】



(2) JP 5956601 B2 2016.7.27

10

20

30

40

50

　前記履歴情報は、前記Ｌ－ＡＮＤＳＦポリシーがホームまたは訪問先のＡＮＤＳＦポリ
シーに優先する時間に対して制限を設ける、請求項２に記載の通信プロセス。
【請求項６】
　前記ＡＮＤＳＦによって提供される前記プロトコル情報は、前記Ｌ－ＡＮＤＳＦに到達
するにはどのプロトコルを使用するかを示す、請求項２に記載の通信プロセス。
【請求項７】
　前記ＡＮＤＳＦによって提供される前記アドレス指定情報は、前記Ｌ－ＡＮＤＳＦにア
クセスするための実際のアドレス指定およびプロトコルが、８０２．１１ｕに対する拡張
など、ローカル・レイヤ２または無線の信号を使用して提供されることを示す、請求項２
に記載の通信プロセス。
【請求項８】
　アクセス・ネットワークの発見および選択の機能ＡＮＤＳＦと、アクセス・ネットワー
クと、ユーザ・エンドポイントＵＥとを含む通信システムであって、前記ＡＮＤＳＦは、
ホームＡＮＤＳＦ（Ｈ－ＡＮＤＳＦ）または訪問先ＡＮＤＳＦ（Ｖ－ＡＮＤＳＦ）であり
、前記アクセス・ネットワークは、ローカルＡＮＤＳＦ（Ｌ－ＡＮＤＳＦ）を含み、前記
ユーザ・エンドポイントＵＥは、前記Ｌ－ＡＮＤＳＦの発見および使用のための情報およ
びポリシーを前記ＡＮＤＳＦから受信し、前記情報は、認可情報、アドレス指定情報、プ
ロトコル情報、および／または履歴情報を含む、通信システム。
【請求項９】
　前記Ｌ－ＡＮＤＳＦは、ホットスポット・アクセス制御装置とともに、フェムト・セル
とともに、ＤＳＬボックスとともに、アクセス・ポイントとともに、または集約ゲートウ
ェイとともに配置される、請求項８に記載の通信ネットワーク。
【請求項１０】
　前記ＡＮＤＳＦは、前記Ｌ－ＡＮＤＳＦの公開ＩＰアドレスまたはＦＱＤＮを提供する
、請求項８または９に記載の通信ネットワーク。
【請求項１１】
　前記ＡＮＤＳＦは、８０２．１１ｕによって公表されたＬ－ＡＮＤＳＦを探す情報を提
供する、請求項８または９に記載の通信ネットワーク。
【請求項１２】
　前記ＡＮＤＳＦは、８０２．２１または８０２．１１ｖの使用のための情報を提供する
、請求項８または９に記載の通信ネットワーク。
【請求項１３】
　前記ＡＮＤＳＦは、ホットスポット２．０仕様によって規定されたＡＮＱＰ問い合わせ
の拡張の使用のための情報を提供する、請求項８または９に記載の通信ネットワーク。
【請求項１４】
　前記ＡＮＤＳＦは、ホットスポットが使用可能であるロケーションにおいて、ホットス
ポットのＳＳＩＤと、使用認可とを有するＷＬＡＮを好むポリシーを提供する、請求項８
乃至１３のいずれか１項に記載の通信ネットワーク。
【請求項１５】
　前記ＡＮＤＳＦは、非３ＧＰＰアクセスから３ＧＰＰアクセスへのＲＡＴ間ハンドオー
バの後に、前記ＵＥは、履歴の持続時間にわたってＡＮＤＳＦポリシーに基づいて再び切
り替えるべきではないことを示す前記履歴を提供する、請求項８乃至１４のいずれか１項
に記載の通信ネットワーク。
【請求項１６】
　前記Ｌ－ＡＮＤＳＦは、発見情報、システム間モビリティ・ポリシーＩＳＭＰ、および
／またはシステム間ルーティング・ポリシーＩＳＲＰを提供する、請求項８乃至１５のい
ずれか１項に記載の通信ネットワーク。
【請求項１７】
　アクセス・ネットワークの発見および選択の機能ＡＮＤＳＦと、アクセス・ネットワー
クと、ユーザ・エンドポイントＵＥとを含む通信システムのための、アクセス・ネットワ
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ークの発見および選択の機能ＡＮＤＳＦであって、前記ＡＮＤＳＦは、ホームＡＮＤＳＦ
（Ｈ－ＡＮＤＳＦ）または訪問先ＡＮＤＳＦ（Ｖ－ＡＮＤＳＦ）であり、前記アクセス・
ネットワークは、ローカルＡＮＤＳＦ（Ｌ－ＡＮＤＳＦ）を含み、前記ＡＮＤＳＦは、前
記ユーザ・エンドポイントＵＥに対して前記Ｌ－ＡＮＤＳＦの発見および使用のための情
報およびポリシーを提供するように構成された、アクセス・ネットワークの発見および選
択の機能ＡＮＤＳＦ。
【請求項１８】
　アクセス・ネットワークの発見および選択の機能ＡＮＤＳＦと、アクセス・ネットワー
クと、ユーザ・エンドポイントＵＥとを含む通信システムのための、ユーザ・エンドポイ
ントＵＥであって、前記ＡＮＤＳＦは、ホームＡＮＤＳＦ（Ｈ－ＡＮＤＳＦ）または訪問
先ＡＮＤＳＦ（Ｖ－ＡＮＤＳＦ）であり、前記アクセス・ネットワークは、ローカルＡＮ
ＤＳＦ（Ｌ－ＡＮＤＳＦ）を含み、前記ＵＥは、前記ＡＮＤＳＦから前記Ｌ－ＡＮＤＳＦ
の発見および使用のための情報およびポリシーを受信するように構成された、ユーザ・エ
ンドポイントＵＥ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、通信ネットワークに関する。
【背景技術】
【０００２】
　様々のアクセス技術の開発および展開とともに、モバイル通信システムは、全体の使用
可能なスループットと伝送遅延と運用コストとの観点から複数のアクセス・ネットワーク
が互いに非常にオーバーラップし補完する、高密度のワイヤレス環境に向かって進化して
いる。
【０００３】
　ネットワーク・アーキテクチャは、加入者の数の増大と加入者の非常に多様化されたリ
ソース要件とを考慮し、ユーザからの好みを含めてアプリケーションの最も効率の高い配
信のための瞬間的な最良のアクセス・ネットワークと、コア・ネットワークと、サーバ・
プロバイダとを選択する必要がある。
【０００４】
　アクセス・ネットワーク選択メカニズムと名付けられるこのメカニズムは、１つのアク
セス・ネットワークが、ネットワークまたはモバイル・デバイス自体によってモバイル・
デバイスの通信のために選択されること、および選択されたアクセス・ネットワークに対
するハンドオーバが、アクセス・ネットワークの瞬間的な特性に従って、またモバイル・
デバイスの瞬間的な要件に従って動的な最良の接続を取得するために実行されることを仮
定している。
【０００５】
　選択を補完するために、モバイル・デバイスの近くに位置しており、従って選択可能で
あるアクセス・ネットワークを決定し、選択メカニズムを制御するポリシーを与えるアク
セス・ネットワーク・発見メカニズム（ＡＮＤＭ：Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｄｉ
ｓｃｏｖｅｒｙ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ）が必要とされる。現在展開されているＡＮＤＭは
、（選択が３ｇｐｐベースの無線だけに関与するとは限らない場合に）モバイル・デバイ
スが、ネットワークから（例えば、３ｇｐｐリリース（Ｒｅｌｅａｓｅ）８／９／１０／
１１仕様において規定されるＡＮＤＳＦから）受信されるローカル構成および準静的構成
を使用して、それを介してモバイル・デバイスが通信するアクセスを独立に決定すること
を仮定している。しかしながら、モバイル・デバイスは、ネットワークにおける瞬間的な
コンテキストについて知っておらず、それゆえに、このメカニズムは、選択されたアクセ
スが、適切な品質とともに、また満足のいく運用コストで通信を維持することができる保
証を提供してはいない。
【０００６】
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　また発見メカニズムでは、現在の問題解決手法は、使用可能なアクセスの発見のために
モバイル・デバイスによって実行される必要がある電力を消費するオペレーションのワイ
ヤレス環境をマルチスキャンすることに依存している。
【０００７】
　異機種のワイヤレス広帯域環境についてのオペレータの要件を達成するために、第３世
代パートナーシップ・プロジェクト（３ＧＰＰ：３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒ
ｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）は、３ＧＰＰ、すなわち、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ、Ｕ
ＭＴＳ、ＧＰＲＳにより、また３ＧＰＰの外側で、すなわちｃｄｍａ２０００、ＷｉＦｉ
、ＷｉＭＡＸなどにより標準化されるワイヤレス技術を統合するすべてのＩＰベースの多
重アクセス・コア・ネットワークとして進化型パケット・コア（ＥＰＣ：Ｅｖｏｌｖｅｄ
　Ｐａｃｋｅｔ　Ｃｏｒｅ）についての標準化プロセスを開始した。
【０００８】
　３ＧＰＰアクセス技術と非３ＧＰＰアクセス技術との集中型のワイヤレス環境への統合
についての必要性を認識して、３ＧＰＰは、アクセス制御と、加入ベースのリソース予約
と、セキュリティと、異なるアクセス・ネットワークの間のシームレスなモビリティとを
サポートすることができるすべてのＩＰアーキテクチャとしてＥＰＣの標準化を開始した
。
【０００９】
　しかしながら、他の非３ＧＰＰアクセス技術（例えば、ＷｉＭＡＸ、ＷｉＦｉ）との、
またはそれらの非３ＧＰＰアクセス技術の間の相互接続のために、ネットワークの発見お
よび選択のメカニズムは、３ｇｐｐベースの無線および非３ｇｐｐベースの無線を規定す
る標準化グループが別々であるために、アクセス・ネットワーク特有の機能に依存しては
いない。特に、３ＧＰＰ無線と、非３ｇｐｐ無線と（それぞれが他の存在について知らな
い）の間の無線アクセス・ネットワーク間の通信は存在していない。このために、ネット
ワークの発見および選択の機能は、実現するものとしてＥＰＣアーキテクチャの上部に導
入された。
【００１０】
　それは、１つが、アクセス・ネットワークの発見および選択の機能（ＡＮＤＳＦ：Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ａｎｄ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　Ｆｕｎ
ｃｔｉｏｎ）として命名されるネットワークの中にあり、また１つが、ユーザ・エンドポ
イントの中にある２つの機能エンティティが、展開されることを仮定している。
【００１１】
　ユーザ・エンドポイント（ＵＥ：ｕｓｅｒ　ｅｎｄｐｏｉｎｔ）は、論理インターフェ
ースを使用して、ＡＮＤＳＦから発見情報と、選択ポリシーとを受信することができる。
このインターフェースの上で、オープン・モバイル・アライアンス・デバイス管理（ＯＭ
Ａ－ＤＭ：Ｏｐｅｎ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｌｌｉａｎｃｅ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｍａｎａｇｅｍ
ｅｎｔ）プロトコルが、展開され、このオープン・モバイル・アライアンス・デバイス管
理プロトコルは、動的アップデート・メカニズムをサポートする。
【００１２】
　ネットワークの発見および選択の機能のための管理オブジェクト（ＭＯ：Ｍａｎａｇｅ
ｍｅｎｔ　Ｏｂｊｅｃｔ）が、３ＧＰＰによって指定された。ＭＯは、ＵＥと、ＡＮＤＳ
Ｆとの間で交換される情報を説明しており、またモバイル・デバイスが、ネットワーク・
プロバイダの要件に従ってアクセス・ネットワーク選択を実行することを可能にする異な
るアクセス・ネットワークと、システム間ハンドオーバ・ポリシーとについての発見情報
を含む。多重アクセス可能モバイル・デバイスでは、ＭＯは、異なるデータ・フローのた
めに使用され得るデバイス・インターフェースの上の情報を含むように拡張された。ＵＥ
は、ジオロケーション（ｇｅｏｌｏｃａｔｉｏｎ）として、またはそれが現在接続されて
いるアクセスについての情報として瞬間的なロケーションをＡＮＤＳＦに対して送信する
。例えば、ＬＴＥアクセス・ネットワークに接続されるＵＥでは、ロケーション情報は、
ジオロケーションを離れて、オペレータ・ドメイン、追跡エリア・コードと、セル識別情
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報とを含むことができる。これらの情報のおのおのは、ある種のレベルの粒度を有する環
境においてモバイル・デバイスの場所を突き止めることができる。
【００１３】
　ＡＮＤＳＦは、アクセス・ネットワーク（例えば、ＷｉＦｉでは、ＳＳＩＤおよびＨＥ
ＳＳＩＤ）についての、ＩＰトラフィックを送信するためのアクセス・ネットワークを選
択する判断基準（例えば、ＩＰパケットのターゲットＩＰアドレス）についての、ポリシ
ーについての妥当性条件（時間、ロケーション）についての、またポリシーと、アクセス
・ネットワークとの間の優先順位付けについての情報を含む異なる物理的エリアについて
分離された１組のポリシー（「システム間モビリティ・ポリシー（Ｉｎｔｅｒ－Ｓｙｓｔ
ｅｍ　Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｐｏｌｉｃｉｅｓ）」すなわち「ＩＳＭＰ」や「システム間ル
ーティング・ポリシー（Ｉｎｔｅｒ－Ｓｙｓｔｅｍ　Ｒｏｕｔｉｎｇ　Ｐｏｌｉｃｉｅｓ
）」すなわち「ＩＳＲＰ」など）を用いてＵＥに対して応答する。この情報により、ＵＥ
は、オペレータの好みによって順序付けされた特定のロケーションと時間間隔とに限定さ
れたターゲット・アクセス・ネットワークを選択することができるようになる。
【００１４】
　ＡＮＤＳＦは、カバレッジ・マップ・データベースを保持し、このカバレッジ・マップ
・データベースは、ロケーションに基づいた使用可能なアクセスについての静的情報を含
んでいる。
【００１５】
　この問題解決手法は、アクセス・ネットワークの発見および選択の制御についての最小
限のメカニズムをオペレータに提供するが、ＡＮＤＳＦからＵＥへと送信される情報は、
シームレスな通信のために必要とされるリソースの使用可能性についてのどのような情報
についても述べていない。また、情報は、静的である。ＵＥは、受信されるアクセス・ネ
ットワークが、そのエリアにおいて使用可能であることをどのようにも保証していない。
例えば、ＷｉＦｉアクセス・ネットワークは、ＵＥの近くで使用可能であることもあるが
、無線干渉、環境条件、運用上の失敗など、様々の外部ファクタのために、ＷｉＦｉアク
セス・ネットワークは、通信を維持しない可能性もある。
【００１６】
　したがって、３ＧＰＰによって現在標準化されているようなアクセス・ネットワークの
発見および選択の機能ＡＮＤＳＦにより、最小限の運用コストを有するネットワーク・オ
ペレータは、それを通してモバイル・デバイスが通信するアクセス・ネットワークの上で
最小限に制御することができるようになる。
【００１７】
　３ＧＰＰによって指定されるＡＮＤＳＦは、使用可能な非３ＧＰＰアクセス・ネットワ
ークについての発見情報、ならびにこれらの非３ＧＰＰアクセス・ネットワークの使用に
関するオペレータ・ポリシーを提供する。２つのタイプのＡＮＤＳＦ、すなわち、ホーム
・ネットワーク・オペレータからのポリシーおよび発見情報についてのホーム－ＡＮＤＳ
Ｆ（Ｈ－ＡＮＤＳＦ）と、ローミング・ケースについての訪問先－ＡＮＤＳＦ（Ｖ－ＡＮ
ＤＳＦ）とが、規定される。両方の場合において、ＡＮＤＳＦサーバは、広いエリアの上
で準静的な情報を供給することになる。非３ＧＰＰアクセスが、スモール・セル（ＷｉＦ
ｉアクセス・ポイント）に基づいているとき、そのときには、これらが、干渉とユーザの
数とに基づいて非常に高速に変化する可能性があるので、ポリシーのアップデートについ
ての動的ローカル条件を考慮に入れることは、事実上不可能である。さらに、そのような
アップデートは、ＵＥの、すなわち、カバレッジの下に、またはアクセス・ポイントの近
くに位置するこれらのＵＥの非常に小さな数にとって意味を持つにすぎないであろう。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１８】
【非特許文献１】３ｇｐｐリリース（Ｒｅｌｅａｓｅ）８／９／１０／１１仕様
【非特許文献２】ホットスポット（Ｈｏｔｓｐｏｔ）２．０仕様
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【非特許文献３】３ＧＰＰ　ＴＳ　２４．３１２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　ポリシーについてのローカルおよびリアル・タイムに関連したアップデートをＵＥに対
して提供する手段をオペレータに提供することが、本発明の実施形態の一目的である。
【００２０】
　ＵＥの観点から既存のメカニズムを再利用しながら、ポリシーについてのローカルおよ
びリアル・タイムに関連したアップデートをＵＥに対して提供する手段をオペレータに提
供することが、本発明の実施形態の別の目的である。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明の実施形態は、Ｗｉ－Ｆｉネットワークなどのネットワークの内部の通信プロセ
スを提供し、前記ネットワークは、ホームまたは訪問先のアクセス・ネットワークの発見
および選択の機能を含み、前記プロセスは、ローカル・アクセス・ネットワークの発見お
よび選択の機能Ｌ－ＡＮＤＳＦの発見および使用のための情報およびポリシーをユーザ・
エンドポイントＵＥにおいて受信することを含み、前記ポリシーは、ホームまたは訪問先
のアクセス・ネットワークの発見および選択の機能から受信される。
【００２２】
　通信プロセスは、様々の実施形態による、以下の特徴を提示しており、すなわち、
　－　前記情報は、認可情報、アドレス指定情報、履歴情報、および／または場合によっ
てはプロトコル情報を含み、
　－　前記認可情報は、前記Ｌ－ＡＮＤＳＦの使用を可能にする条件をＵＥに対して示し
ており、
　－　前記アドレス指定情報は、少なくとも１つのＬ－ＡＮＤＳＦをどのようにして見つ
けるかをＵＥに対して示しており、
　－　前記履歴情報は、Ｌ－ＡＮＤＳＦポリシーがホームまたは訪問先のＡＮＤＳＦポリ
シーに優先する時間に対する制限を設け、
　－　ＡＮＤＳＦによって供給される前記プロトコル情報は、Ｌ－ＡＮＤＳＦに到達する
にはどのプロトコルを使用するかを示しており、
　－　ＡＮＤＳＦによって供給される前記アドレス指定情報は、Ｌ－ＡＮＤＳＦにアクセ
スするための実際のアドレス指定およびプロトコルが、８０２．１１ｕに対する拡張など
、ローカル・レイヤ２または無線の信号を使用して提供されることを示している。
【００２３】
　本発明の実施形態はまた、ホームまたは訪問先のアクセス・ネットワークの発見および
選択の機能ＡＮＤＳＦと、ローカル・アクセス・ネットワークの発見および選択の機能Ｌ
－ＡＮＤＳＦと、ユーザ・エンドポイントＵＥとを提供し、ユーザ・エンドポイントＵＥ
は、ローカル・アクセス・ネットワークの発見および選択の機能Ｌ－ＡＮＤＳＦの発見お
よび使用のための情報およびポリシーを受信し、前記ポリシーは、ホームまたは訪問先の
アクセス・ネットワークの発見および選択の機能ＡＮＤＳＦから受信される。
【００２４】
　様々の実施形態によれば、場合によっては組み合わされるが、
　－　前記情報は、認可情報、アドレス指定情報、履歴情報、および／または場合によっ
てはプロトコル情報を含み、
　－　前記認可情報は、前記Ｌ－ＡＮＤＳＦの使用を可能にする条件をＵＥに対して示し
ており、
　－　前記アドレス指定情報は、少なくとも１つのＬ－ＡＮＤＳＦをどのようにして見つ
けるかをＵＥに対して示しており、
　－　前記履歴情報は、Ｌ－ＡＮＤＳＦポリシーがホームまたは訪問先のＡＮＤＳＦポリ
シーに優先する時間に対して制限を設け、
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　－　ＡＮＤＳＦによって供給される前記プロトコル情報は、Ｌ－ＡＮＤＳＦに到達する
にはどのプロトコルを使用するかを示し、
　－　ＡＮＤＳＦによって供給される前記アドレス指定情報は、Ｌ－ＡＮＤＳＦにアクセ
スするための実際のアドレス指定およびプロトコルが、８０２．１１ｕに対する拡張など
、ローカル・レイヤ２または無線の信号を使用して提供されることを示す。
【００２５】
　本発明の実施形態はまた、アクセス・ネットワークの発見および選択の機能ＡＮＤＳＦ
と、ローカル・アクセス・ネットワークの発見および選択の機能Ｌ－ＡＮＤＳＦとを含む
通信ネットワークを提供し、ユーザ・エンドポイントＵＥは、ＡＮＤＳＦから前記Ｌ－Ａ
ＮＤＳＦの発見および使用のための情報およびポリシーを受信し、前記情報は、認可情報
、アドレス指定情報、履歴情報、および／または場合によってはプロトコル情報を含む。
【００２６】
　様々の実施形態によれば、通信ネットワークは、場合によっては組み合わされるが、以
下の特徴のうちのいくつかを提示する。
　－　Ｌ－ＡＮＤＳＦは、ホットスポット・アクセス・ポイントもしくは制御装置の内部
に、またはフェムト・セルの内部に、あるいはＤＳＬボックスの内部に位置しており、
　－　ＡＮＤＳＦは、Ｌ－ＡＮＤＳＦの公開ＩＰアドレスまたはＦＱＤＮを提供し、
　－　ＡＮＤＳＦは、８０２．１１ｕの公表されたＬ－ＡＮＤＳＦのアドレスまたはポリ
シーを探す情報を供給し、
　－　ＡＮＤＳＦは、Ｌ－ＡＮＤＳＦ（ＯＭＡ－ＤＭベースのＡＮＤＳＦ　ＭＯまたはＩ
ＥＥＥ　８０２．２１あるいはＩＥＥＥ　８０２．１１ｖ）とともに使用されるべきプロ
トコルについての情報を供給することができ、
　－　代わりに、８０２．１１ｕが、ＡＮＤＳＦによってＬ－ＡＮＤＳＦに到達するやり
方と称されるときに、８０２．１１ｕベースの信号は、Ｌ－ＡＮＤＳＦに到達するために
使用されるべき実際のプロトコルについての情報を供給することができ、
　－　ＡＮＤＳＦは、アタッチメントに先立って実行され得るＡＮＱＰの問い合わせにつ
いての情報を供給することができ、これらは、ホットスポット２．０イニシアチブによっ
て規定されたＷＡＮメトリクスと、選択のための可能性のあるしきい値とを含むことがで
き、
　－　ＡＮＤＳＦは、ホットスポットのＳＳＩＤと、ホットスポットが使用可能であるロ
ケーションにおける使用認可とを有するＷＬＡＮを好むポリシーを提供し、
　－　ＡＮＤＳＦは、非３ＧＰＰアクセスから３ＧＰＰアクセスへのＲＡＴ間ハンドオー
バの後に、ＵＥが、履歴の持続時間にわたってＡＮＤＳＦポリシーに基づいて再び切り替
わるべきでないことを示している履歴を提供し、
　－　ＡＮＤＳＦは、システム間モビリティ・ポリシーＩＳＭＰおよび／またはシステム
間ルーティング・ポリシーＩＳＲＰなど、どこにキャンプすべきかについてのＵＥ選択を
制御する準静的ポリシーを提供する。
【００２７】
　本発明の実施形態はまた、アクセス・ネットワークの発見および選択の機能ＡＮＤＳＦ
と、ローカル・アクセス・ネットワークの発見および選択の機能Ｌ－ＡＮＤＳＦと、ユー
ザ・エンドポイントＵＥとを提供し、ユーザ・エンドポイントＵＥは、ＡＮＤＳＦから前
記Ｌ－ＡＮＤＳＦの発見および使用のための情報およびポリシーを受信し、前記情報は、
認可情報、アドレス指定情報、履歴情報、および／または場合によってはプロトコル情報
を含む。
【００２８】
　様々の実施形態によれば、最終的には組み合わさるが、
　－　Ｌ－ＡＮＤＳＦは、ホットスポット・アクセス・ポイントもしくは制御装置の内部
に、またはフェムト・セルの内部に、あるいはＤＳＬボックスの内部に位置しており、
　－　ＡＮＤＳＦは、Ｌ－ＡＮＤＳＦの公開ＩＰアドレスまたはＦＱＤＮを提供し、
　－　ＡＮＤＳＦは、８０２．１１ｕの公表されたＬ－ＡＮＤＳＦのアドレスまたはポリ
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シーを探す情報を供給し、
　－　ＡＮＤＳＦは、Ｌ－ＡＮＤＳＦ（ＯＭＡ－ＤＭベースのＡＮＤＳＦ　ＭＯまたはＩ
ＥＥＥ　８０２．２１あるいはＩＥＥＥ　８０２．１１ｖ）とともに使用されるべきプロ
トコルについての情報を供給することができ、
　－　代わりに、８０２．１１ｕが、ＡＮＤＳＦによってＬ－ＡＮＤＳＦに到達するやり
方と称されるときに、８０２．１１ｕベースの信号は、Ｌ－ＡＮＤＳＦに到達するために
使用されるべき実際のプロトコルについての情報を供給することができ、
　－　ＡＮＤＳＦは、アタッチメントに先立って実行され得るＡＮＱＰの問い合わせにつ
いての情報を供給することができ、これらは、ホットスポット２．０イニシアチブによっ
て規定されたＷＡＮメトリクスと、選択のための可能性のあるしきい値とを含むことがで
き、
　－　ＡＮＤＳＦは、ホットスポットのＳＳＩＤと、ホットスポットが使用可能であるロ
ケーションにおける使用認可とを有するＷＬＡＮを好むポリシーを提供し、
　－　ＡＮＤＳＦは、非３ＧＰＰアクセスから３ＧＰＰアクセスへのＲＡＴ間ハンドオー
バの後に、ＵＥが、履歴の持続時間にわたってＡＮＤＳＦポリシーに基づいて再び切り替
わるべきでないことを示している履歴を提供し、
　－　ＡＮＤＳＦは、システム間モビリティ・ポリシーＩＳＭＰおよび／またはシステム
間ルーティング・ポリシーＩＳＲＰなど、どこにキャンプすべきかについてのＵＥ選択を
制御する準静的ポリシーを提供する。
【００２９】
　本発明の実施形態は、上記で説明される１つまたは複数の問題についての影響に対処す
ることを対象としている。以下は、本発明の実施形態のうちのいくつかの態様についての
基本的な理解を提供するために、本発明の実施形態についての簡略化された概要を提示し
ている。この概要は、本発明の包括的な概説ではない。本発明の重要な必須の要素を識別
すること、または本発明の範囲を示すことは、意図してはいない。その唯一の目的は、後
で考察されるより詳細な説明に対する前置きとして簡略化された形態でいくつかの概念を
提示することである。
【００３０】
　本発明の実施形態は、様々な修正形態と代替形態との影響を受けるが、その特定の実施
形態は、図面の中に例として示されている。しかしながら、特定の実施形態についての本
明細書における説明は、開示される特定の形態だけに本発明を限定することを意図してい
ないことを理解すべきである。
【００３１】
　もちろん、そのような実際の任意の実施形態の開発においては、実装形態特有の決定が
、システムに関連した制約条件やビジネスに関連した制約条件に対する準拠など、開発者
の特定の目標を達成するために行われるべきことが、理解されることもある。そのような
開発努力は、時間がかかる可能性もあるが、それにもかかわらず、本開示の恩恵を受ける
当業者のための習慣的な理解となり得ることが、理解されるであろう。
【００３２】
　本発明の実施形態についての目的、利点および他の特徴は、以下の開示と、添付の特許
請求の範囲とからより明らかになるであろう。好ましい実施形態についての以下の非限定
的な説明は、例示の目的のためだけに、添付図面を参照して与えられる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の好ましい実施形態である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下の説明においては、アクセス・ポイント、ホーム・ノードＢ／ｅＮＢ、集約ゲート
ウェイ、またはアクセス・ポイント制御装置機器と同一場所に配置され得るローカル－Ａ
ＮＤＳＦ（Ｌ－ＡＮＤＳＦ）とは対照的に、ＡＮＤＳＦは、現在３ＧＰＰによって規定さ
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れているＨ－ＡＮＤＳＦまたはＶ－ＡＮＤＳＦのことを意味することになる。
【００３５】
　このＬ－ＡＮＤＳＦ機能は、Ｈ－ＡＮＤＳＦレベルにおいて使用可能ではなかった可能
性のある発見情報（例えば、Ｈ（ｅ）ＮＢがまた、ｗｉｆｉインターフェースをサポート
している場合に、このワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワークＷＬＡＮに関する情
報）と、ローカル・リアル・タイム状態（例えば、負荷、ユーザの数）ならびに何らかの
サービス到達可能性のような準静的情報を考慮に入れるシステム間モビリティ・ポリシー
ＩＳＭＰ（ならびにシステム間ルーティング・ポリシーＩＳＲＰ）とを提供する。
【００３６】
　Ｌ－ＡＮＤＳＦは、ローカル・リソースであるので、ＵＥと、Ｌ－ＡＮＤＳＦとの間の
トラフィックは、ＥＰＣを経由して送信される必要がないことが、有利である。
【００３７】
　ＵＥと通信するために、Ｌ－ＡＮＤＳＦは、ＯＭＡ－ＤＭベースのＡＮＤＳＦプロトコ
ル、ＩＥＥＥ　８０２．２１メディアに独立したハンドオーバＭＩＨプロトコル、ＩＥＥ
Ｅ　８０２．１１ｖ　ＢＳＳ遷移メカニズム、ホットスポット２．０により規定されたＡ
ＮＱＰの問い合わせ、これらの問い合わせの拡張、または以下の、すなわち、ＡＮＤＳＦ
　ＯＭＡ　ＤＭ管理オブジェクトの意味論についての情報を転送するシンタックスである
が、８０２．１１ｕ　ＡＮＱＰに対する追加に基づいて情報を搬送するプロトコルなど、
これらのメカニズムの組合せのいずれかを使用する。
【００３８】
　３ＧＰＰ　ＴＳ　２４．３１２において規定されるＡＮＤＳＦモデルは、Ｌ－ＡＮＤＳ
Ｆ機能の使用に関するオペレータの命令／ポリシー（ＡＮＤＳＦから受信される）をＵＥ
に提供する。
【００３９】
　ＡＮＤＳＦモデルにおいて追加される追加の情報は、あまりにも頻繁なＲＡＴ間ハンド
オーバを回避する、以下のタイプ、すなわち、認可、アドレス指定、プロトコル、履歴に
ついてのものである。
【００４０】
　認可情報は、ローカルＰＬＭＮのＡＮＤＳＦによってＵＥに対して供給され、またＬ－
ＡＮＤＳＦの使用が、ある種の妥当性条件（例えば、場所および時間）の内部で許可され
るかどうかをＵＥに対して示す。妥当性条件が、満たされるときに、Ｌ－ＡＮＤＳＦによ
って提供されるローカル・ポリシーは、履歴情報において指定される時間にわたって、通
常のＡＮＤＳＦポリシーより優位に立つ可能性がある。
【００４１】
　認可情報はまた、Ｌ－ＡＮＤＳＦによって実行されることが許可されるアクションを、
例えば、同じアクセス・ネットワークの内部のアクセス・ポイントの間の負荷バランシン
グを実行すること、またはＵＥが現在のアクセスを行わないように禁止すること（または
この現在のアクセスの優先順位を引き下げること）を含む。現在のアクセスは、その上で
ＵＥがＬ－ＡＮＤＳＦにアクセスしているアクセスであり、また例えば、ローカルＥＳＳ
ＩＤまたはローカルＢＳＳＩＤ（アクセス・ポイントＡＰのＭＡＣ＠）に対応することが
できる。
【００４２】
　アドレス指定情報は、それが、使用可能であり、許可される場合に、どのようにして、
それが、Ｌ－ＡＮＤＳＦを見出すことになるかをＵＥに対して示している。一例として、
アドレス指定情報は、Ｌ－ＡＮＤＳＦの、十分な資格のあるドメイン名ＦＱＤＮ（Ｆｕｌ
ｌｙ　Ｑｕａｌｉｆｉｅｄ　Ｄｏｍａｉｎ　Ｎａｍｅ）、またはＩＰ＠に対応する。別の
例によれば、アドレス指定情報は、どのようにしてこのＦＱＤＮまたはＩＰ＠が、ＵＥ（
例えば、８０２．１１ｕを経由して）によってフェッチされ得るか、またはＬ－ＡＮＤＳ
Ｆに到達するために使用されるべきアドレスおよびプロトコルが、レイヤ２手段によって
直接にアクセスされる可能性があるかどうか（例えば、Ｌ－ＡＮＤＳＦとの通信が、８０
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２．２１、または８０２．１１ｕに対する拡張、あるいはＡＮＱＰプロトコルに基づいて
いるかどうか）についての表示に対応する。
【００４３】
　プロトコル情報は、Ｌ－ＡＮＤＳＦ実装形態が他の標準プロトコルに従うこれらの場合
については、ＡＮＤＳＦにより、または８０２．１１ｕ信号（ローカルＷＬＡＮによって
送信される）の拡張により供給されることもある。ＡＮＤＳＦ－タイプの情報を供給する
ことができる他のプロトコルの例は、ホットスポット２．０仕様により、またはホットス
ポット２．０仕様に基づいて規定されるＩＥＥＥ　８０２．２１、ＩＥＥＥ　８０２．１
１ｖ、８０２．１１ｕ　ＡＮＱＰの拡張である。
【００４４】
　履歴情報は、ＡＮＤＳＦによって供給され、またＡＮＤＳＦと、Ｌ－ＡＮＤＳＦとによ
って送信される競合規則のピンポン効果を回避することを可能にしており、すなわち、履
歴情報は、Ｌ－ＡＮＤＳＦポリシーが、グローバルＡＮＤＳＦポリシーよりも優位に立つ
時間に対して制限を設ける。
【００４５】
　一実施形態によれば、オペレータ・ホットスポットにおけるＷｉ－Ｆｉオフロードに対
応して、やはりＷｉ－Ｆｉホットスポットを所有する（または別のオペレータとのパート
ナーシップを有する）モバイル・オペレータは、８０２．１１ｕによって公表されるホッ
トスポット・アクセス制御装置と同一場所に配置されるＬ－ＡＮＤＳＦ機能を追加する。
ＡＮＤＳＦを経由して、そのようなホットスポットが使用可能であるロケーションにおい
てホットスポットのサービス・セット識別子ＳＳＩＤ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ　Ｉｄｅ
ｎｔｉｆｉｅｒ）を有するＷＬＡＮを好むポリシーを提供することに加えて、ＡＮＤＳＦ
は、以下を提供している。すなわち、
　－　ホットスポットが使用可能であるロケーションにおけるＬ－ＡＮＤＳＦの使用認可
を提供し、これにより、Ｌ－ＡＮＤＳＦは、履歴時間中にホットスポットからＵＥを禁止
することができるようにしており、
　○ローカルＥＳＳＩＤについての優先順位を引き下げること、
　○ＢＳＳＩＤ（ＡＰのＭＡＣ＠）についての優先順位を引き下げること
を可能にしており、また
　－　Ｌ－ＡＮＤＳＦアドレスにアクセスするやり方（例えば、８０２．１１ｕ）と、
　－　非３ＧＰＰアクセスから３ＧＰＰアクセスへの無線アクセス技術（ｒａｄｉｏ　ａ
ｃｃｅｓｓ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）間ハンドオーバの後に、ＵＥが、履歴の持続時間（
例えば、２０分）にわたってＡＮＤＳＦポリシーに基づいてＲＡＴを再び切り替えるべき
でないことを示す履歴とを提供している。
【００４６】
　ＵＥは、ＡＮＤＳＦに連絡を取り、またすべての上記の情報を受信する（現在の標準的
な発見情報にＩＳＭＰやＩＳＲＰなどのＡＮＤＳＦポリシーを加えたものを意味している
）。Ｗｉ－Ｆｉホットスポットの（時間および空間における）妥当性エリアに到着すると
きに、そのＵＥは、ＡＮＤＳＦから受信されるポリシーに基づいてＷｉ－Ｆｉネットワー
クに接続することを選択する。ひとたびホットスポットに接続された後に、そのＵＥは、
Ｌ－ＡＮＤＳＦに到達するために使用すべきアドレス指定とプロトコルとを８０２．１１
ｕの上で最初にフェッチするＬ－ＡＮＤＳＦにアクセスする。混雑状態が起こり、または
ホットスポット制御装置が、Ｗｉ－Ｆｉネットワークの上でこのＵＥを保持することが、
（例えば、再伝送エラーを監視することにより）もはや望ましくないことを検出する場合
に、それは、セルラー方式ネットワークに移動して戻るポリシーを送信する。以前に受信
された履歴情報は、ＵＥが、割り付けられた時間が経過するまで、Ｗｉ－Ｆｉネットワー
クに移動して戻ろうと試みないことを保証することになる。
【００４７】
　別の実施形態によれば、居住するネットワークにおけるＷｉ－Ｆｉオフロードに対応し
て、やはりＩＳＰであるモバイル・オペレータは、彼の加入者の居住アクセス・ポイント



(11) JP 5956601 B2 2016.7.27

10

20

30

40

50

の上でデータ・トラフィックをオフロードしたいと望む。それゆえに、それは、Ｌ－ＡＮ
ＤＳＦを用いてそのＤＳＬボックスを装備する。マクロ・セルラー方式ネットワークの上
で接続されるときに、ＵＥは、ＡＮＤＳＦから以下の情報を、すなわち、
　－　加入者ホーム・セルのロケーションにおけるＷＬＡＮを好むポリシーに、
　○そのホーム・セルにおけるローカル－ＡＮＤＳＦ使用認可（この認可は、Ｗｉ－Ｆｉ
から３Ｇへのステアリングを可能にするだけである）と、
　○非３ＧＰＰアクセスから３ＧＰＰアクセスへのＲＡＴ間ハンドオーバの後に、ＵＥが
、例えば、２０分の時間にわたってＡＮＤＳＦに基づいてＲＡＴを再び切り替えるべきで
ないことを示すＬ－ＡＮＤＳＦ履歴の公開ＩＰアドレス（またはＦＱＤＮ）と
を加えたものを受信する。
【００４８】
　ＵＥは、ＡＮＤＳＦと連絡を取り、また上記のすべての情報（現在の標準的な発見情報
にＩＳＭＰやＩＳＲＰなどのＡＮＤＳＦポリシーを加えたものを意味している）を受信す
る。ホームに到着するときに、そのＵＥは、ＡＮＤＳＦから受信されるポリシーに基づい
て、Ｗｉ－Ｆｉネットワークに接続することを選択する。ひとたびアクセス・ポイントに
接続された後に、そのＵＥは、ＡＮＤＳＦから受信されるアドレスを使用してＬ－ＡＮＤ
ＳＦにアクセスする。例えば、ＤＳＬ回線が、いくつかのホーム・ユーザのトラフィック
に起因して混雑状態になる場合、Ｌ－ＡＮＤＳＦは、３Ｇに移行して戻るポリシーをＵＥ
に対して送信することができる。以前に受信された履歴情報は、ＵＥが、割り付けられた
時間が経過するまで、Ｗｉ－Ｆｉネットワークに移動して戻ろうと試みないことを保証す
るであろう。
【００４９】
　別の実施形態によれば、オペレータ・ホットスポットにおけるＷｉ－Ｆｉオフロードに
対応して、やはりＷｉ－Ｆｉホットスポットを所有する（または別のオペレータとのパー
トナーシップを有する）モバイル・オペレータは、ホットスポット・アクセス制御装置と
同一場所に配置されるＬ－ＡＮＤＳＦ機能を追加する。ＡＮＤＳＦを経由して、そのよう
なホットスポットが使用可能であるロケーションにおいてホットスポットのサービス・セ
ット識別子ＳＳＩＤを有するＷＬＡＮを好むポリシーを提供することに加えて、ＡＮＤＳ
Ｆは、以下を提供している。すなわち、
　－　ホットスポットが使用可能であるロケーションにおけるＬ－ＡＮＤＳＦの使用認可
を提供し、これにより、Ｌ－ＡＮＤＳＦは、履歴時間中にホットスポットからＵＥを禁止
することができるようにしており、
　○ＢＳＳＩＤ（ＡＰのＭＡＣ＠）についての優先順位を引き下げること
を可能にしており、また
　－　Ｌ－ＡＮＤＳＦアドレス（例えば、８０２．１１ｖ）のために使用されるべきプロ
トコルを提供している。
【００５０】
　ＵＥは、ＡＮＤＳＦと連絡を取り、また上記のすべての情報（現在の標準的な発見情報
にＩＳＭＰやＩＳＲＰなどのＡＮＤＳＦポリシーを加えたものを意味している）を受信す
る。Ｗｉ－Ｆｉホットスポットの妥当性エリア（時間および空間における）に到着すると
きに、そのＵＥは、ＡＮＤＳＦから受信されるポリシーに基づいて、Ｗｉ－Ｆｉネットワ
ークに接続することを選択する。ひとたびホットスポットに接続された後に、そのＵＥは
、ホットスポットにおける最良のアクセス・ポイントを選択するために８０２．１１ｖ　
ＢＳＳ遷移管理機能を使用する。混雑状態が起こる場合、Ｌ－ＡＮＤＳＦは、好ましいＢ
ＳＳリストを有する、またはある種のＢＳＳＩＤを禁止するＢＳＳ遷移管理の問い合わせ
を送信することになる。
【００５１】
　別の実施形態によれば、企業ネットワークにおけるＷｉ－Ｆｉオフロードに対応して、
企業ネットワークは、フェムト・セルを使用してセットアップされる。フェムト基地局は
また、同一場所に配置されたＷｉ－Ｆｉアクセス・ポイント能力を有する。ローカル－Ａ
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ＮＤＳＦ機能は、フェムト・セルと同一場所に配置される。場合によっては機器の異なる
生成に起因して、その企業ネットワークはまた、Ｗｉ－Ｆｉ能力のないフェムト基地局を
含んでいる。これらのフェムトはまた、Ｌ－ＡＮＤＳＦを有してもいない。オペレータＨ
－ＡＮＤＳＦは、どのセルが、企業ネットワークにおいてＷｉ－Ｆｉサービスを提供する
ことができるかと、どれができないかとを追跡することができない。Ｌ－ＡＮＤＳＦ機能
は、Ｈ－ＡＮＤＳＦレベルにおいて使用可能でない可能性がある発見情報を提供する。
【００５２】
　ＯＡＭ－ＤＭベースのＡＮＤＳＦを使用してＬ－ＡＮＤＳＦによって提供されるポリシ
ーは、ＩＳＭＰとＩＳＲＰとの両方とすることができる。ＩＳＲＰを有する使用の一例は
、通常、オペレータが、ＱｏＳが分かっているネットワークを使用することを好むＶｏＩ
Ｐまたはビデオ・ストリーミングのアプリケーションでは、ローカルに、監視が、正しい
ＱｏＳ条件が、満たされ得ること（例えば、無干渉、唯一のユーザ）を示す場合、そのと
きには、Ｌ－ＡＮＤＳＦによって提供されるＩＳＲＰは、ＶｏＩＰまたはビデオ・ストリ
ーミングのフローをｗｉｆｉインターフェースへと移動させることを示唆することができ
る。
【００５３】
　本発明の実施形態は、Ｗｉ－Ｆｉネットワークの上の動的状態を考慮に入れるＡＮＤＳ
Ｆ問題解決手法を提供することを可能にする。本発明の実施形態は、オペレータの完全な
制御の下でＷｉ－Ｆｉオフロードをローカルな動的状態に適応させることを可能にしてい
る。
【００５４】
　当業者なら、様々な上記で説明された方法のステップが、プログラムされたコンピュー
タによって実行され得ることを簡単に認識するであろう。本明細書においては、いくつか
の実施形態はまた、プログラム・ストレージ・デバイス、例えば、デジタル・データ・ス
トレージ媒体を対象として含むことも意図しており、これらのプログラム・ストレージ・
デバイスは、機械読取り可能であり、またはコンピュータ読取り可能であり、また命令の
機械実行可能なプログラム、またはコンピュータ実行可能なプログラムを符号化しており
、そこでは前記命令は、前記の上記で説明された方法のステップのうちの一部または全部
を実行する。プログラム・ストレージ・デバイスは、例えば、デジタル・メモリ、磁気デ
ィスクや磁気テープなどの磁気ストレージ媒体、ハード・ドライブ、または光学的に読み
取り可能なデジタル・データ・ストレージ媒体とすることができる。それらの実施形態は
また、上記で説明された方法の前記ステップを実行するようにプログラムされたコンピュ
ータを対象として含むことも意図している。
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